
○若狭町子育て世帯分譲地購入補助金交付要綱 

令和２年３月４日 

告示第２号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、分譲地の早期分譲並びに子育て世帯の定住及び移住を促進す

るため、分譲地の購入経費に対し、予算の範囲内において若狭町子育て世帯分譲

地購入補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、若狭町補助

金等交付規則（平成１７年若狭町規則第３２号）に定めるもののほか、必要な事

項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 子育て世帯 事業年度の属する４月１日において、夫婦いずれかの年齢が４

０歳未満の世帯又は１９歳未満の子どもがいる世帯をいう。 

(2) 分譲地 町が分譲し、販売する土地をいう。 

（対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる全ての要件に該当する者とす

る。 

(1) 子育て世帯であること。 

(2) 令和２年４月１日以降に分譲地に自ら居住する住宅を新築又は購入し、定住

する子育て世帯であること。 

(3) 同一世帯に属する者全員に町税等の滞納がないこと。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、３０万円とする。 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を申請しようとする者は、若狭町子育て世帯分譲地購入補助

金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければな

らない。 

(1) 全世帯員の住民票の写し 

(2) 納税証明書 

(3) その他町長が必要と認める書類 



（交付決定） 

第６条 町長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査の

上、適当と認めたときは、若狭町子育て世帯分譲地購入補助金交付決定通知書（様

式第２号）により同条の規定による交付の申請をした者（以下「申請者」という。）

に通知するものとする。 

２ 町長は、前項の審査の結果、補助金を交付することが不適当と認めたときは、

若狭町子育て世帯分譲地購入補助金不交付決定通知書（様式第２号）により申請

者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第７条 前条第１項に規定する交付決定通知書を受理した者は、速やかに若狭町子

育て世帯分譲地購入補助金交付請求書（様式第３号）を町長に提出しなければな

らない。 

（補助金の交付） 

第８条 町長は、前条に規定する請求書の内容を審査し、適当と認めたときは、補

助金を支払うものとする。 

（補助金の返還） 

第９条 町長は、前条の規定により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれか

に該当すると認めたときは、補助金の交付を取り消し、その全部又は一部を返還

させることができる。 

(1) 分譲契約に違反する事項があったとき。 

(2) この告示に違反し、又は指示に従わなかったとき。 

(3) 偽りその他不正な行為があったと認めるとき。 

（その他） 

第１０条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長

が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年４月１日告示第１９号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 


